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定款の一部変更に関するお知らせ 

 
 
当社は、平成26年５月30日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成26年６月24日開催予定の   

第44期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．定款変更の目的 

（１）農業に係る事業について、事業内容の明確化を図ることを目的に、現行定款第２条（目的）を変更します。 

（２）当社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月 31 日までとしておりますが、業務繁忙期と決算期をずらす

ことにより、事業運営の効率化を図ることを目的に、事業年度を毎年７月１日から６月30日までに変更し、

現行定款第12条、第13条、第38条、第39条および第40条に所要の変更を行います。また、事業年度の

変更に伴う経過措置として附則を設けます。 

（３）補欠監査役の任期について明確化することを目的に、現行定款第28条および第29条に所要の変更を行いま

す。 

 
２．定款変更の内容 

変更の内容は、次のとおりです。 

（下線   は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

（目的） （目的） 

第２条 当会社は次の事業を営むことを目的と

する。 

第２条       (現行どおり) 

(１) 
～     （条文省略） 
(26) 
(27) 農産物の生産・加工・販売 

(１) 
～     (現行どおり) 
(26) 
(27) 農業に係る検査・測定・コンサル

ティング・試験栽培・研究 
 

＜中 略＞ ＜中 略＞ 

（招集の時期および開催場所） （招集の時期および開催場所） 

第12条 当会社の定時株主総会は、毎年６月 
にこれを招集し、臨時株主総会は、必 
要あるときに随時これを招集する。 

  ２ 当会社の株主総会は、東京都内におい
て開催する。 

第12条 当会社の定時株主総会は、毎年９月 
にこれを招集し、臨時株主総会は、必
要あるときに随時これを招集する。 

  ２ 当会社の株主総会は、東京都内におい
て開催する。 



 

 

 

 

 

 

現 行 定 款 変 更 案 

（定時株主総会の基準日） （定時株主総会の基準日） 

第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基
準日は、毎年３月31日とする。 

第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基
準日は、毎年６月30日とする。 

 
＜中 略＞ 

 
＜中 略＞ 

（選任方法） （選任方法） 

第28条  監査役は、株主総会において選任す 
る。 

２  監査役の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の３
分の１以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって行う。 

第28条  監査役は、株主総会において選任す 
る。 

２  監査役の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の３
分の１以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって行う。 

（新 設） ３  当会社は、会社法第329条第２項の規
定により法令に定める監査役の員数
を欠くことになる場合に備え、株主
総会において補欠監査役を選任する
ことができる。 

（新 設） 

 

４  前項の補欠監査役の選任に係る決議
が効力を有する期間は、当該決議に
よって短縮されない限り、当該決議
後４年以内に終了する事業年度のう
ち最終のものに関する定時株主総会
の開始の時までとする。 

 
（任期） （任期） 
第29条  監査役の任期は、選任後４年以内に

終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時ま
でとする。 

      ２  任期の満了前に退任した監査役の補
欠として選任された監査役の任期
は、退任した監査役の任期の満了す
る時までとする。 
 
 

第29条  監査役の任期は、選任後４年以内に
終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時ま
でとする。  

２  任期の満了前に退任した監査役の補
欠として選任された監査役の任期
は、退任した監査役の任期の満了す
る時までとする。ただし、前条第３
項により選任された補欠監査役が監
査役に就任した場合は、当該補欠監
査役としての選任後４年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会終結の時を超える
ことがないものとする。 

 

３  補欠監査役の予選の効力は、当該選任
のあった株主総会後、４年後の定時株
主総会開始の時までとする。 

（削 除） 

＜中 略＞ ＜中 略＞ 



 

 

 

 

 

３．日程 

 

 

 

 

以  上  

現 行 定 款 変 更 案 

（事業年度) （事業年度) 

第38条 当会社の事業年度は、毎年４月１日
から翌年３月31日までの１年とす
る。 

 

第38条 当会社の事業年度は、毎年７月１日
から翌年６月30日までの１年とす
る。 

 
（剰余金の配当の基準日） （剰余金の配当の基準日） 

第39条 当会社の期末配当の基準日は、毎年
３月31日とする。 

第39条 当会社の期末配当の基準日は、毎年
６月30日とする。 

 
（中間配当） （中間配当） 

第40条  当会社は、取締役会の決議により、 
毎年９月30日を基準日として、中間 
配当（会社法第454条第５項に定める 
剰余金の配当）を行うことができる。 

 

第40条 当会社は、取締役会の決議により、 
毎年12月31日を基準日として、中間 
配当（会社法第454条第５項に定める 
剰余金の配当）を行うことができる。 

＜中 略＞ 

 

＜中 略＞ 
 

（新 設） 
 

附 則 
 

（新 設） 

 

第38条の規定にかかわらず、第45期事業年度
は平成26年４月１日から平成26年６月30日ま
での３ヶ月間とする。なお、本附則は第45期
事業年度経過後これを削除する。 
 

・取 締 役 会 決 議 平成26年５月30日 

・株 主 総 会 開 催 日 平成26年６月24日 

・定款変更の効力発生日 平成26年６月24日 


